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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前 10 時 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　所　：　龍ケ崎市役所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５階第２委員会室 

 

 

会　議　次　第 

 

 

　１　開　　会 

 

　２　教育長挨拶 

 

　３　委員紹介 

 

　４　職員紹介 

 

　５　委員長・副委員長の選任 

 

　６　委員長挨拶 

 

　７　諮問書提出 

 

　８　議　　事 

　（１）学校給食費の無償化について（諮問） 

 

　９　そ の 他 

 

　10　閉　　会 

 



 

学校給食費の無償化について 

 

１　諮問事項 

　　令和７年度から、中学３年生の学校給食費を無償化とする。 

 

２　諮問理由 

　　学校給食法では、学校給食に係る食材費について保護者負担を原則

としていますが、茨城県内の大部分の自治体で自治体毎に独自の制度

を設け、学校給食費に係る保護者負担の軽減を図っています。 

　　本市では、平成２５年度から多子世帯支援として、同一世帯から小

学校、中学校又は義務教育学校に、同時に３人以上の児童等が就学し、

かつ、市内に住所を有する世帯を対象に、３人目以降の児童等に係る

学校給食費を免除してまいりました。 

このような中、令和６年第４回龍ケ崎市議会定例会において、 

２，８２９名の署名のもと「龍ケ崎市立小中学校の学校給食費無償化

を求める請願書」が提出され、全会一致で可決されました。 

　　本市ではこのことを重く受け止め、財源が限られる中で、より効果

的な子育て世帯に係る経済的負担の軽減を図るため、多子世帯支援の

継続に加え、義務教育課程の最終年となる中学３年時には、子供達の

成長と共に嵩む生活費や、進学等に向けた準備費用等も重なり、保護

者負担が最も大きくなることが想定されることから、中学３年生の給

食費を無償化するとの結論に至りましたので、ご審議いただきたいと

存じます。 

 

３　参考 

①　本市の学校給食費 

本市では、平成２６年４月に消費税率改正に伴い、学校給食費も

改正し、現在の金額を負担していただいています。 

小学生　　　　　　４，３２０円／月 

中学生・教職員　　４，７３１円／月 
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②　物価高騰に対する本市の学校給食に係る負担軽減 

今般の物価高騰は、給食食材においても例外ではございません。

本来では、給食費を値上げせざるを得ないところですが、今般の物

価高騰は子育て世帯にとって大きな負担となっていることを鑑み、

本市では、令和４年度から物価高騰における保護者負担軽減対策と

して、食材に係る物価高騰分を市が負担しています。
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